
 

Ⅰ  退職会員に移行するためには

･

①退職会員への移行等について

＜移行の条件＞

移行と退会の概略について 

＜配偶者とともに二口である方へ＞  

＜退職会員に移行される方へ＞

･

積立金の返金は事務手続き上5月末の返 
金

＜退会を希望される方へ＞

 給付対象と給付額の算定について  

＜給付の対象＞

②出資金について  退職時一度だけの負担で生涯の安心を！！  

＜出資金は終身会費です＞  

＜現職会員の掛金はすべて各会員の積立金であり
  　　　　　　 　全額出資金にあてられます＞ 

＜出資金はいくらか＞  

＜出資金は返却されません＞

Ⅱ  療養補助金給付の現状


